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日野町特別職 職員 常勤 給与及び旅費 関す 条例一部改正 必要 理由

概要 

 

1 背景及び趣   

・鳥取県西部地区特別職報酬等審議会 答申等 町長及び副町長 教育長 給

料・報酬を改定す  

・地方教育行政 組織及び運営 関す 法律 一部改正さ 教育長 特別職

こ そ 給与及び旅費 つい 常勤 特別職 一 化す  

 

「 改正 容 

・特別職 定義 教育長を加え 第1条  

・期 手当 算定 用い 率 100分 1「「.5及び100分 1」7.5を100分 155 改

第4条  

・給与月額を改 教育長を加え 別表第1  

町長  月額790,000 810,000  

副町長 月額6」「,000 648,000  

教育長 月額565,000 579,000  

・ 国旅費 教育長 容を加え 別表第「  

 

」 附則規定 

施行期日  

こ 条例 成「7 4月1日 施行す  

経過措置  

制度 教育長 教育委員 委員 し 任期中 つい 従前 例 す

※ 制度 教育長 日野町教育委員会教育長 給与 勤務時間そ 他 勤務条件 関

す 条例 一部を改正す 等 条例 対応  

－「－ 



 

 

日野町特別職 職員 常勤 給与及び旅費 関す 条例 一部を改正す 条例 

 

日野町特別職 職員 常勤 給与及び旅費 関す 条例。 成19 日野町条例第「号)を次 う 改正す  

 

改正  改正前 

 

。趣旨) 

 

。趣旨) 

第1条 条例 地方自治法。昭和「「 法 第67号)第「04条 規定

基 き 次 掲 特別職 職員 常勤 。以下 特別職 職員

いう ) 給与及び旅費 支給 い 必要 事項を定 す

 

第1条 条例 地方自治法。昭和「「 法 第67号)第「04条 規定

基 き 次 掲 特別職 職員 常勤 。以下 特別職 職員

いう ) 給与及び旅費 支給 い 必要 事項を定 す

 

。1)及び。「) 略 。1)及び。「) 略 

。」) 教育長  

。4) 略 

 

。期末手当) 

第4条 特別職 職員 期末手当 額 給料月額 100分 1「0 相当す

額 日野町職員 給与 関す 条例。昭和48 日野町条例第6号)

適用を受 職員。以下 一般職 職員 いう ) 例 算定し

額 す し 日野町職員 給与 関す 条例第19条第「項中

100分 1「「.5 及び 100分 1」7.5 あ 100分 155

す  

 

。」) 略 

 

。期末手当) 

第4条 特別職 職員 期末手当 額 給料月額 100分 1「0 相当す

額 日野町職員 給与 関す 条例。昭和48 日野町条例第6号)

適用を受 職員。以下 一般職 職員 いう ) 例 算定し

額 す し 日野町職員 給与 関す 条例第19条第「項中

100分 1「「.5 あ 100分 140 100分 1」7.5

あ 100分 155 す  

別表第1。第」条関係) 別表第1。第」条関係) 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第「。第5条関係) 別表第「。第5条関係) 

区分 月額 

副町長 648,000  

教育長 579,000  

略 

区分 月額 

副町長 6」「,000  

略 

810,000  町長 810,000  町長 790,000  町長 

-」- 



 

 

国旅行 旅費 国旅行 旅費 

1 車賃 日当 宿泊料及び食卓料 1 車賃 日当 宿泊料及び食卓料 

  

「 略 「 略 

  

 附 則 

施行期日  

1 条例 成「7 4月1日 施行す  

経過措置  

「 条例 施行 際 現 在職す 教育長 そ 教育委員 委員 し 任期中 限 従前 例  

 

 

副町長 「5  

 

「,600  
11,800  1」,100  

「,600  

略 

略 

区分 車賃 

。一キロ

メートル

き) 

日当 

。1日

き) 

 

宿泊料 

1夜 き  

食卓料 

1夜

き  

 

県  県外 

略 

副町長 「5  

 

「,600  
11,800  1」,100  

「,600  

教育長 「5  

 

「,600  
11,800  1」,100  

「,600  

略 

区分 車賃 

。一キロ

メートル

き) 

日当 

。1日

き) 

 

宿泊料 

1夜 き  

食卓料 

1夜

き  

 

県  県外 
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